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【 手術 】 

 

８３２ 硝子体茎顕微鏡下離断術の算定について 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

 Ｋ280 硝子体茎顕微鏡下離断術「１」網膜付着組織を含むものを算定する場

合、原則として硝子体内出血の原疾患である糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症

等の記載を必要とする。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

Ｋ280 硝子体茎顕微鏡下離断術は、硝子体内出血を除去する場合に行う手術

であり、硝子体内出血のみを除去した場合は「２」その他のものが算定され、

硝子体出血と併せて網膜付着組織を除去した場合は「１」網膜付着組織を含む

ものが算定される。 

  硝子体出血は、何らかの網膜硝子体病変があって起こるものであるが、術

中に付着組織が見られる等、その原因が後から分かることもあることより、

原疾患（糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症等）を有する患者の場合にあっては、

硝子体内出血を除去する際に、網膜付着組織を併せて除去することが硝子体

内出血の再発を防ぐ観点から有用である。 

  以上のことから、Ｋ280 硝子体茎顕微鏡下離断術「１」網膜付着組織を含む

ものを算定する場合、原則として硝子体内出血の原疾患である糖尿病網膜症

や網膜静脈閉塞症等の記載を必要とすると判断した。 
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